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本日お話しすること…

➢ 令和４年度 予算概要

➢ 社会資本の老朽化対策への流れ

➢ 道路施設のメンテナンス状況

➢ 持続可能な老朽化対策について

➢ その他
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✓ 令和４年度 予算概要
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令和4年度道路関係予算総括表
単位：億円

令和４年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋
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中国地方整備局直轄道路関係当初予算の推移
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令和４年度 道路関係予算概要（老朽化対策 基本方針 ）

令和4年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋

■「荒廃するアメリカ」の教訓を踏まえ、道路の安全・安心を守るとともに良好なインフラを次世代へ と継承する責
務があります。ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続可能な維持管理を実現する 予防保全によるメン
テナンスへ早期に移行するため、定期点検等により確認された修繕が必要な施設の 対策を加速するとともに
、新技術の積極的な活用等を推進します。

【判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況】

※対象は2014年度～2018年度の1巡目点検を行った施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された
施設

（2巡目点検以降に新たに判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設は含まない）

2014年度以降５年間（１巡目）の点検で、早期または緊急に措置
を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の橋梁のうち、修繕等の措置が
完了した橋梁の割合は、2020年度時点で国土交通省で42％、地方
公共団体で35％

【予防保全による中長期的コスト縮減】
予防保全による維持管理へ転換し、中長期的なトータルコストの

縮減・平準化を図るためにも、早期又は緊急に措置を講ずべき施設
（判定区分Ⅲ、Ⅳ）の早期措置が急務

ケーブル切断事故後、通行止めになったブルックリン橋の歩道
（「高速道路と自動車」 1981年11月から引用）

【荒廃するアメリカ】
1980年代のアメリカでは、1930年代に大量に建設された道路構造

物の老朽化に対応できず、橋梁や高架道路の損傷事故等により、大量
の迂回交通が発生するなど、経済や生活の様々な面で大きな影響

マイアナス橋の崩壊（1983年）

期間

機
能

（健
全
性
）

＜事後保全と予防保全のサイクル＞

施設ＡＢ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ 事後 予防
保全 保全

トータルコスト

【深刻化するインフラの老朽化】
建設後50年以上経過する社会資本の施設の割合が加速度的に増加

建設後50年以上経過する施設

橋脚洗掘

判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）

23%

37%

20% 40% 60% 80% 100%

2021年時点

2031年時点

２ 予防保全による老朽化対策 ～安全・安心な道路を次世代へ～基本方針

※( )は対象の橋梁・トンネル数、ただし建設年度不明の橋梁・トンネルを除く

57%

20% 40% 60% 80% 100%

32%2021年時点

2031年時点

0%

0%

0%

着手済

完了済

国土交通省
（3,411）

地方公共団体
（62,836）

41％

20％

20% 40% 60% 80% 100%

42％

35％

〈橋梁〉

〈トンネル〉

（501,118）

（11,054）

４２％
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令和４年度 道路関係予算概要（老朽化対策 主要施策の概要 ）

令和4年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋

（１）持続可能な道路管理の実現①

■ 地方公共団体の管理する道路施設について、長寿命化修繕計画に基づく取組に対し、道路メンテナンス 事業

補助制度等による計画的・集中的な財政的支援や、直轄診断や修繕代行等の技術的支援を実施
します。

2 予防保全による老朽化対策

○道路メンテナンス事業補助制度等による地方公共団体
への財政的支援を実施

【地方への財政的支援】

参１：新技術等の活用促進についてはP20参照
参２：集約、機能縮小、撤去に対する支援についてはP18参照
参３：直轄診断(2014～2020年度)：16箇所、修繕代行(2015～2020年度)：14箇所

・地方公共団体が管理する道路の緊急又は早期に対策を講ずべき
橋梁の修繕措置率 （2019→2025）：約34% ⇒ 約73%

・地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数
（2019→2025）：6,459人 ⇒ 10,000人

・地方公共団体が管理する道路の緊急又は早期に対策を講ずべき橋梁
の修繕措置率は約51％(2020年度末時点)

・1巡目点検(2014～15年度）から2巡目点検(2019～20年度)で早期
または緊急に措置を講ずべき状態に遷移した橋梁の割合は4％

＜背景／データ＞

2020年度以降
新たにⅠ・Ⅱ→Ⅲ・Ⅳに遷移 ＋約5,000橋／年

これまでのペースで措置 －約7,000橋／年

－約2,000橋／年

・・・

1巡目+2019年度 判定区分Ⅲ・Ⅳ  約68,000橋

2020年度末時点 措置完了済 －約22,000橋

2020年度末時点 措置未完了 約46,000橋

これまでの予算水準では予防保全への移行に約20年かかる

１巡目点検
判定区分Ⅲ・Ⅳ

約63,000橋

新たにⅠ・Ⅱ→Ⅲ・Ⅳ 
に遷移する橋梁
約5,000橋／年

2020年度末時点

遷移分

2019年度遷移分
(措置未完了)

2019年度点検
判定区分Ⅲ・Ⅳ 

約5,000橋 措置未完了
（約41,000橋）

措置完了済
（約22,000橋）

40% 56% 4%0.02%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

：Ⅰ（健全） ：Ⅱ（予防保全段階） ：Ⅲ（早期措置段階） ：Ⅳ（緊急措置段階）

2014～15年度点検

5年後

2019～20年度点検

【地方公共団体の点検結果】

Ⅰ： 42% Ⅱ： 58%

○国による修繕代行事業や修繕に関する研修の開催など

技術的支援を実施参3

・地方公共団体では年間約７千橋で修繕等が行われているが、今後、 【地方への技術的支援】
年間約５千橋が新たに修繕等が必要な状態へと遷移する見込み

・予防保全への移行を促進するため、早期に修繕等が必要な
施設の修繕等に対して計画的・集中的に支援

・新技術等の活用などを促進するため、新技術等を活用する
事業や、長寿命化修繕計画に新技術等の活用や費用縮減、

事業を優先的に支援
集約化・撤去に関する短期的な数値目標を定めた自治体の

橋梁等の集約や機能縮小、撤去を支援
・中長期的な維持管理コストの縮減を図るため、老朽化した

参1

参2
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令和４年度 道路関係予算概要（老朽化対策 主要施策の概要 ）

令和4年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋

・集約・撤去等を検討した自治体は２割に留まる(2020年度末時点)
・2021年度は地方公共団体管理の96橋が集約・撤去等を実施予定

（１）持続可能な道路管理の実現 ②

2 予防保全による老朽化対策

・要修繕段階の舗装は、直轄で約5,900km、自治体で約8,900km、
うち修繕等措置着手済み割合はいずれも約15％(2020年度末時点）

■ 通常の修繕･更新に加え、代替可能な老朽化した道路施設等については、集約や機能縮小、撤去に
■ 対する支援に取り組みます。

定期点検等により路盤の脆弱化が確認された舗装の修繕を集中的に実施するとともに、コンクリート 舗装の
適材適所の活用を推進します。

【集約・機能縮小・撤去の支援】 【舗装の老朽化対策】
＜背景／データ＞ ＜背景／データ＞

・防災上重要な道路における舗装の修繕措置率（路盤以下が損傷
している舗装（2019年度時点：約2,700km）を対象）

跨線橋を撤去し、
隣接橋へ機能を集約

機能縮小により車道を
人道橋としてリニューアル
※車両は60ｍ先の橋梁を利用

参1：集約先の構造物の修繕や、集約先へ迂回するための道路改築等を実施する場合に限る
参2：構造物の撤去と道路改築等を同時に実施する場合に限る
参3：長寿命化修繕計画に撤去に関する短期的な数値目標とそのコスト縮減効果等を定めた場合に限る

○定期点検等により路盤の脆弱化が確認された舗装の
集中的な修繕や、コンクリート舗装の適材適所の
活用により、ライフサイクルコストを低減

路盤が損傷している場合、
表層だけの対応では短期

路盤打換により、 間で修繕が必要

修繕サイクルを長く
しLCCを縮減

（2019→2025）：０％ ⇒ 100%

【ライフサイクルコスト低減のイメージ】

修繕目安

0%

40%

20%

0年 Ａ年

路盤が損傷していると
表層が早期劣化

（ひび割れ率）

路盤の健全性を詳細調査
により確認し路盤打換等の
適切な工法選択

舗装構成と各層の名称

・施設の集約・撤去、機能縮小を検討した地方公共団体の割合
（2019→2025）：14％ ⇒ 100％

＜集約に伴う撤去＞ ＜機能縮小＞

○道路メンテナンス事業補助制度により、代替可能な
老朽化した道路施設等の撤去等に対する対策を支援

[支援内容] ・集約に伴う撤去参１

・歩行者、通行車両等の安全の確保のための撤去参２

・治水効果の高い橋梁の撤去
・通行を歩行者に限定するなどの機能縮小

＜単純撤去＞

撤去による治水効果の向上を
通じ地域の安全・安心を確保

0年

撤去

交通の集約
桁下高不足による支障

参3
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令和４年度 道路関係予算概要（老朽化対策 主要施策の概要 ）

令和4年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋

（１）持続可能な道路管理の実現 ③

・特定更新に係る通行止めの状況（令和２年度､６社合計）

終日通行止め(本線)：4箇所、延べ39日間
対面通行規制：35箇所、延べ2,606日間

＜背景／データ＞

○新技術の活用等により通行規制による社会的影響を
最小化しつつ、計画的に更新事業を推進

【高速道路の更新】 【まちづくりと連携した首都高速の地下化】

※再開発の計画について現時点の情報を基に作成

・当該区間は、朝夕の通勤等に伴う交通量ピークの時間帯が上下線で異なる
ため、ロードジッパーシステムを活用し、混雑時間帯に合わせた車線運用
を行うことで、工事規制に伴う渋滞を低減

○日本橋区間の地下化の取組参１においては、老朽化対
策に加え、路肩拡幅等の機能向上を図るとともに、
日本橋川周辺の水辺空間の再生やビジネス拠点の整
備などの民間再開発プロジェクトと連携

地下構造 延長1.2km

至
竹橋JCT

事業区間 延 長1.8km

日本橋
室町一丁目

八重洲
日本橋

一丁目北 一丁目１・２番

日本橋
一丁目中

日本橋

至
汐留JCT

日本橋
一丁目東

2 予防保全による老朽化対策

参1：令和元年10月都市計画変更、令和２年３月事業許可、令和２年11月工事着手、
令和17年度に地下ルート開通予定、令和22年度に高架橋撤去予定

■ 高速道路会社が管理する高速道路について、計画的な大規模更新に取り組みます。

＜日本橋地区の地下化前後のイメージ＞

現在のイメージ

＜首都高速の日本橋地区の地下化平面図＞

地下化後のイメージ
<渋滞対策：ロードジッパーシステムを用いた時間帯別車線運用>

<交通状況>

延長 約3.6km 延長 約3.8km

上越
・東京方面
（２車線

⇒１車線）

新潟方面
（１車線

⇒２車線）

<車線切替状況>
【１２時頃（朝⇒夕）】

［事例：北陸自動車道 栄橋・貝喰川橋 床版取替工事］

交通量

交通容量
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令和４年度 道路関係予算概要（老朽化対策 主要施策の概要 ）

令和4年度道路関係予算概要(R4.1) 抜粋

［定期点検の効率化・高度化］

（１）持続可能な道路管理の実現 ④

■新技術の積極的な活用や部位・部材ごとの最適な点検手法の整理により、定期点検の効率化・高度化を 図り
ます。

■新技術等の導入に必要な技術基準類の整備を迅速に進め、維持管理の省力化・コスト縮減を図ります。

［新技術・新材料の導入（トンネル覆工技術の例）］

○点検支援技術性能カタログの拡充や、部位・部 材ご
との最適な点検手法を整理し、定期点検の
効率化・高度化を推進

参1：各技術の性能値を標準項目によりカタログ形式で整理・掲載したもの
URL ; https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/

○新技術・新材料の導入に必要な技術基準類を迅速
に整備

○新技術・新材料の活用に対し、道路メンテナンス
事業補助制度において重点的に支援

2 予防保全による老朽化対策

・近接目視を補完・代替・充実する技術の活用を促進するため、
技術

参
を

1
活用する際の判断の参考となる点検支援技術性能カタ

ログ を作成

【定期点検の効率化・高度化】

・はく落の発生抑制等に資する覆工技術の導入に向けた検討を実施

・点検支援技術性能カタログに掲載されている技術を拡充

点検支援技術性能カタログ（131技術掲載 R3年10月時点）

＜背景・データ＞

大規模橋梁（斜張橋など） 小規模橋梁（溝橋など）

ドローンを利用した レーダーを利用した

変状把握 トンネル覆工の損傷把握

・橋梁の規模等に応じた最適な技術により点検を実施

センサーを利用した
橋梁ケーブル張力の

モニタリング

緊急対策の実施に伴う
通行規制を低減

画像計測 非破壊検査 計測・モニタリング

【検
討
の
流
れ
】

検
証
方
法
の
検
討

技
術
公
募

試
験
方
法
等
の
策
定

技
術
基
準
等
の

改
定
案
の
検
討

現
場
実
装

・点検支援技術性能カタログに掲載された技術数
（R2→R7）：80技術 ⇒ 240技術

・橋梁点検・トンネル点検において新技術の活用を検討した
地方公共団体のうち、新技術を活用した地方公共団体の割合
（R1→R7）橋梁：39％ ⇒ 50％、トンネル：31％ ⇒ 50％

【新技術・新材料の導入促進】

・部位・部材等の ・損傷や構造特性
特徴に合わせて に応じた点検項目
様々な新技術を組 の絞り込み
み合わせるなど、 ・簡易、安価な技
点検を効率化 術で効率化
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○気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、また、メンテナンスに係るトータルコストの増大のみならず、社
会経済システムを機能不全に陥らせるおそれのあるインフラの老朽化から、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持するこ
とができるよう、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図るため、
➢ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策（２６対策）・・・概ね7.7兆円程度
➢ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策（１２対策）・・・概ね1.5兆円程度
➢ 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進（１５対策）・・・概ね0.13兆円程度
を柱として、令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に５３の対策を講ずる。

２．重点的に取り組む対策

１．基本的な考え方

３．本対策の期間

事業規模を定め集中的に対策を実施する期間：令和３年度（２０２１年度）～令和７年度（２０２５年度）の５年間

ﾄﾞﾛｰﾝによる
広範囲の形
状計測

地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰに
よる高精度形状計測

設計時と出来形
の3Dﾃﾞｰﾀ比較に
よる施工管理

気候変動に伴い激甚化・頻発
化する自然災害に対応するた
め、事前防災対策を推進

大規模地震時の緊急物資輸送機
能等の確保のため、社会資本の耐
震対策等を推進

緊急または早期に措置すべき社会資
本に対する集中的な修繕等の対策
を推進

国土強靱化事業を
円滑化するＩＣＴの
活用を推進

観測体制強化やス
パコン等活用により
気象予測を高度化

激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
予防保全型インフラメンテナンス
への転換に向けた老朽化対策

国土強靭化に関する施策を効率的
に進めるためのデジタル化等の推進

堤防整備 床版鉄筋露出

事業規模：15兆円程度（うち国交省 9.4兆円程度）

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
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防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
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✓ 社会資本の老朽化対策への流れ
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➢ 米国では、日本よりも30年早い1980年代に多くの道路施設が高齢化した。

【米国の橋梁の建設年】

【日本の橋梁の建設年】

※全橋梁を対象

※国道・都道府県道の橋梁を対象

１９８０年代に多く高齢化

２０１０年代に多く高齢化
３０年早く高齢化 出典：（社）国際建設技術協会

出典：道路施設現況調査（国土交通省）より作成

橋梁の高齢化における日米の現状
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［シルバーブリッジの諸元］
完成年：1928年
形 式 ：アイバーチェーン吊橋

［事故の概要］
発生日時：1967年12月15日
事故概要：橋の崩落と共に31台の車両がオハイオ川に落下し、

46名が死亡。アイバーのピン孔の２箇所の応力腐食によって
発生したき裂からの脆性破壊と推測

アメリカ シルバーブリッジの崩落事故

➢ 1967年のシルバーブリッジ崩落事故後、1971年に全国橋梁点検規準（NBIS）が制定され、

２年に１回の点検が法定化

シルバーブリッジがある
オハイオ州、ウエスト・
ヴァージニア州

ケーブルの疲労（破壊）により落橋
（1967年12月）

崩壊後のアイバーチェーン
（材質は応力腐食に敏感）

シルバーブリッジ（1928年完成）

崩壊したジョイント構造
（アイバーと接合ピンにより構成）

出典：Fatigue And Fracture In Steel Bridges Case Studies , John W. Fisher, 1984

15



1980年代の「荒廃するアメリカ」

➢ 1982年9月の新学期には、全米で50万人もの学童が重量制限のある橋をバスで渡ることが
できず、迂回路を通るか、バスを降りて歩いて橋を渡らざるを得なかった

・全米では、５０万人の学童が橋を迂回し
て通学していた
・全米の５千～１万人の学童は、橋の手
前でバスを降りて、歩いて橋を渡っていた

スクールバスを降りて橋を渡る
生徒達(ペンシルバニア州)

出典：TIME(1981年4月27号）

ペンシルバニア州

16



未だ「荒廃」から抜け出せないアメリカ

2005年12月28日、建設後45年経過した州際道路上の跨道橋がコンクリート桁の鉄筋腐食

が原因で崩壊

 

I-70のあるペンシルバニア州

【I-70 コンクリート跨道橋崩壊の状況】

出典：（社）国際建設技術協会

【新聞報道（Pittsburgh Post-Gazette 2005年12月28日）】
2004年3月のNBI点検では構造欠陥橋梁と判定されていましたが、点検員の
目視検査では鉄筋腐食の検出は困難でした。
ペンシルバニア州は全国で3番目に構造欠陥橋梁が多い州であり、州交通局は
構造欠陥橋梁を補修するためには連邦補助金の増額が必要であると言っていま
す。（http://www.post-gazette.com/pg/05362/628813.stm）

【Lake View Drive Overpassの概要】
完成年：1960年
構 造：コンクリート橋
桁 長：26.8m
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架設竣工年：1963（昭和38）年
損傷確認年：2007（平成19）年（44歳）

■木曽川大橋
（国道２３号三重県桑名郡木曽岬町）

きそがわ おおはし

発見の遅れにより、老朽化による損傷が進行した例

※ワーレントラス斜材のコンクリート埋込部

日本における老朽化の事例

平成19年6月29日補修完了

補修後

平成19年6月20日破断を発見

破断箇所
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■犬伏トンネル〔国道２５３号〕
1979（昭和54）年開通：34歳
所在地：新潟県十日町市
発生日：平成25年12月21日

※長さ約11cmのコンクリート片が落下

いぬぶせ

落下したコンクリート片

トンネルにおいても、コンクリート片等の落下事案が発生

日本における老朽化の事例（トンネル）

19



笹子トンネル天井板落下事故

➢ 平成24年12月2日（日）の午前 8時 3分頃、笹子トンネル天井板が約140m にわたり落

下する事故が発生。天井板の下敷きになるなど、この事故により9人が死亡。

【笹子トンネル概要】

排気ダクト

送気口

3.5ｍ 0.75ｍ0.75ｍ

4

.

7

ｍ

送気ダクト

3.5ｍ

【天井板落下状況】

昭和５１年 ２月２５日トンネル本体完成
昭和５２年 ９月２４日天井板工事完成
昭和５２年１２月２０日供用

【大月市消防本部提供】
（2012年12月 3日）

追越車線側
天井板

走行車線側
天井板

隔壁板

隔壁及び吊り金具
5,300×1,100×100mm
隔壁 1.448t/枚
吊り金具 0.021t/箇所

B板
5,010×1,195×90mm
1.385t/枚

A板
5,010×1,195×80mm
1.16t/枚

①送気口 ②排気口 ③消火栓 ④火災検知器 ⑤水噴霧ノズル ⑥トンネル照明

⑦CCTV ⑧拡声放送 ⑨非常電話 ⑩非常駐車帯 ⑪避難連絡坑 ⑫情報板

笹子トンネル（上り線）東京方面
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「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」

最後の警告－今すぐ本格的なメンテナンスに舵を切れ

✓ 静かに危機は進行している
✓ すでに警鐘は鳴らされている
✓ 行動を起こす最後の機会は今

「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」を手交
（道路分科会の家田仁分科会長から太田国土交通大臣）

～H26.4.14 社会資本整備審議会道路分科会～

私たちが東日本大震災で経験したことは、
千年に一度だろうが、可能性のあることは必
ず起こるということ。
笹子トンネル事故は、今が国土を維持し、

国民の生活基盤を守るために行動を起こす最
後の機会であると警鐘を鳴らしている。
日本社会が置かれている状況は、1980年代

の「荒廃するアメリカ」同様、危機が危険に、
危険が崩壊に発展しかねないレベルまで達し
ている「笹子の警鐘」を確かな教訓とし、
「荒廃するニッポン」が始まる前に、一刻も
早く本格的なメンテナンス体制を構築しなけ
ればならない。
そのために国は、「道路管理者に対して厳

しく点検を義務化」し、「産学官の予算、人
材、技術のリソース（資源）をすべて投入す
る総力戦の体制を構築する」。
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道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（平成26年4月14日）の概要

○各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施 ○メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

※施設数はH30.3月時点

[予算]  

[技術]

[体制]

[国民の理
解・協働]

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

[その他]

（省令・告示：Ｈ26.3.31公布、同年7.1施行）

区 分 状 態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期
に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

２．メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
１．メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

産学官のリソース（予算･人材･技術）を全て投入し、総力をあげて本格的なメンテナンスサイクルを始動
【道路メンテナンス総力戦】

○ 橋梁（約73万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一
的な基準により、5年に１度、近接目視による全数監視を実施

『道路インフラ健診』

（高速）○高速道路更新事業の財源確保 （平成26年法改正）

（直轄）○点検、修繕予算は最優先で確保

（地方）○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対し
て支援する補助制度

○ 都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○ メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○ 社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構成
される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○ 重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等
が点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○ 地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための資
格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推進

○過積載等の違反者への取締り・指導の強化

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕がで
きない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○重大事故等の原因究明、再発防止策を検討する『道路インフラ安全
委員会』を設置

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化） 22



道路分科会建議
○ 「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」

＜メンテナンスのファーストステージ＞
○ メンテナンスサイクルの確立

道路の老朽化対策に関する取組みの経緯

道路分科会建議 中間とりまとめ
○ 「６．持続可能で的確な維持管理・更新」

道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会
○ 「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」

＜メンテナンスのセカンドステージ＞
○ 点検データ等を生かした戦略的・効率的な修繕等の推進

笹子トンネル天井板落下事故［H24.12.2］

道路ストックの集中点検実施［H25.2～］

トンネル内の道路附属物等の緊急点検実施［H24.12.7］

道路法の改正

定期点検に関する省令・告示 公布

定期点検要領 通知

【法令改正等】【老朽化対策に関する取組み】

［H25.6］ ［H25.6］

［H26.4］

［H26.3］

［H26.6］

［H24.6］

定期点検に関する省令・告示 施行 ［H26.7］［H26.7～］

［H29～］

定期点検要領（改定）通知 ［H31.2］

点検基準の法定化、国による修繕代行制度創設

5年に1回 近接目視による点検

定期点検の質を確保しつつ、実施内容を合理化

23



✓ 道路施設のメンテナンス状況
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道路別の道路延長と橋梁、トンネル数

➢ 日本では、全111万kmの道路のうち約８割が市町村道

➢ 橋梁は約73万橋あり、このうち、地方公共団体が管理の橋梁は約66万橋（約9割）

➢ トンネルは約1.1万箇所あり、このうち、地方公共団体管理のトンネルは約0.8万箇所（約7割）

※道路局調べ（R3.3末現在）

出典：令和３年８月 道路メンテナンス年報 国土交通省道路局

【管理者別の道路延長】

※延長は本線のみのため、IC、JCT 等の延長は含まれません

【道路管理者別橋梁数】 【道路管理者別トンネル数】

トンネル
約1.1万箇所

橋梁
約73万橋

国土交通省
15%

（約1,700箇所）

市町村
19%

（約2,200箇所）

政令市
3%

（約300箇所）

都道府県
44%

（約5,000箇所）

高速道路会社
18%

（約2,100箇所）

道路公社
18%

（約2,100箇所）地方公共団体管理
約 0.8 万箇所

国土交通省
5%

（約39,000橋）

市町村
65%

（約476,000橋）
政令市

6%

（約47,000橋）

都道府県
19%

（約139,000橋）

高速道路会社
3%

（約24,000橋）

道路公社
0.3%

（約2,000橋）

地方公共団体管理
約 66 万橋

道路延長
約128万km

都道府県
政令市等
18%

（約18.2万km）

市町村
83%

（約106.2万km）

国土交通省
2%

（約2.7万km）

高速道路会社
1%

（約0.9万km）
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➢ 建設後50年経過の橋梁割合は、現在約32％であるのに対し、10年後には約57%に急増。
そのうち橋長15m未満の橋梁は、10年後、約64%となる。

➢ この他に建設年度が不明な道路橋が全国で約23万橋あり、これらの大半が市町村管理の橋
長15m未満の橋梁。

【建設年度別橋梁数】

建設年度別の橋梁数（全国）

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が約23万橋ある

（出典）道路局調べ（R3.3末時点）

現在、建設50年経過：32%

10年後、建設50年経過：57%
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➢ 建設後50 年を経過したトンネルの割合は、現在は約23％であるのに対し、10 年後には約
37%に増加する。

➢ 建設後50 年を経過し延長100m 未満のトンネルの割合は、10 年後に約72%となる。

【建設年度別トンネル数】

建設年度別のトンネル数（全国）

※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明橋梁が約360 箇所ある。

（出典）道路局調べ（R3.3末時点）

現在、建設50年経過：23%

10年後、建設50年経過：37%
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橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分 （2020年度）

○ 全道路管理者の２巡目点検（２０１９～２０２０年度）の点検実施状況は、累計で橋梁３８％、トンネル３４％、道路附属物等※ １
４０％程度。

○ 全道路管理者の２０２０ （Ｒ２）年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の割合は、 橋
梁：９％、トンネル：３１％、道路附属物等：１１％。

※１ 道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

2020年度の点検実施状況

※（ ）内は、2019～2020年度に点検実施した施設数の合計
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

2020年度の点検結果

判定区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状

態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊

急に措置を講ずべき状態。

※（ ）内は、2019～2020年度に点検実施した施設数の合計
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。
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判定区分Ⅲ

判定区分Ⅳ

国管理 床版鉄筋露出 地方自治体管理 主桁腐食 地方自治体管理 支承腐食

地方自治体管理 床版鉄筋露出 地方自治体管理 橋脚洗掘国管理 主桁腐食・欠損

※床版：橋の裏側

早期措置段階「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態」

緊急措置段階「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態」

橋梁の損傷事例

29



○ １巡目点検で早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）と診断された橋梁で、
２０２０年度末までに修繕等の措置に着手した割合は、国土交通省：８３％、高速道路会社：６６％、地方公共団体：５５％。

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずるべきとしていますが、地方公共団体における２０１４年
度点検での判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋梁は、修繕等の措置の着手率が７２％と遅れています。

判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020年度末時点)

：2020年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース
2014年度及び2015年度点検実施（5年経過）：100％、2016年度点検実施（４年経過）：80％、2017年度点検実施（３年経過）：60％、2018年度点検実施（２年経過）：40％

管理者
うち完了（C）

国土交通省 3,411
2,845

(83%)

1, 706

(50%)

1, 439

(42%)

高速道路会社 2,537
1,669

(66%)

1,305

(51%)

1,137

(45%)

地方公共団体 62,836
34,419

(55%)

25,297

(40%)

21,912

(35%)

都道府県
政令市等

20,484
14,156

(69%)

10,490

(51%)

8,437

(41%)

市区町村 42,352
20,263

(48%)

14,807

(35%)

13,475

(32%)

合計 68,784 38,933(57%) 28,308(41%) 24,488(36%) 完了済 着手済

措置着手率（B/A）、措置完了率(C/A)未着手
施設数

措置に着手済
の施設数（Ｂ）

措置が必要な
施設数（Ａ） 点検年度

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018
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○ 判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁の修繕等の措置（事後保全）を速やかに行い、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
（判定区分Ⅱ）の予防保全に着手するべきですが、２０２０年度までに修繕等の措置に着手した割合は、全ての道路管理者で
著しく低い状況です。

判定区分Ⅱの橋梁の修繕等措置の実施状況

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅱと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020年度末時点)

管理者
措置が必要な

施設数(Ａ)

未着手
施設数

うち完了（C）

国土交通省 11,459
4,592

(40%)

1,883

(16%)

6,867

(60%)

高速道路会社 18,832
562

(3%)

358

(2%)

18,270

(97%)

地方公共団体 319,386
15,166

(5%)

11,029

(3%)

304,220

(95%)

都道府県
政令市等

92,557
4,794

(5%)

3,353

(4%)

87,763

(95%)

市区町村 226,829
10,372

(5%)

7,676

(3%)

216,457

(95%)

合計 349,677
20,320

(6%)

13,270

(4%)

329,357

(94%)
完了済 着手済

措置に着手済の
施設数（Ｂ）

措置着手率（B/A）、措置完了率(C/A)

32%

2%

4%

4%

4%

12%

2%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40%

2% 3%

5% 3%

4% 5%

3% 5%

16%
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※（ ）内は、1巡目点検（2014年度及び2015年度）の結果が判定区分ⅠまたはⅡとなった橋梁のうち、修繕等の措置を講じないまま2019年度に点検を実施した橋梁の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

橋梁の点検結果の遷移状況

○ １巡目の２０１４年度及び２０１５年度点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（判定区分Ⅰ・Ⅱ）
と診断された橋梁のうち、修繕等の措置を講じないまま、５年後の２０１９年度及び２０２０年度点検において、早期又は緊急に
措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ ・Ⅳ）へ遷移した橋梁の割合は全道路管理者合計で４％。

○ 建設年数が４１年以上となる橋梁では、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定区分Ⅲ・Ⅳに遷移した割合が高くなっています。

建設年数別の遷移状況
（全道路管理者合計）

道路管理者別の遷移状況
（道路管理者別）
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○ 国土交通省が管理する道路では、２０１７年度より舗装点検を行っており、２０２０年度末時点の点検実施率は約７４％と着実に
進捗しています。

○ 判定区分Ⅲ（修繕段階）の割合は、アスファルト舗装は１４％、コンクリート舗装では６％となっています。

○ 判定区分Ⅲとなった区間のうち、修繕等を実施した区間の割合は、アスファルト舗装で１５％、コンクリート舗装で５％であり、道
路利用者の安全安心の確保に向け、効率的な修繕を実施する必要があります。

舗装の点検・修繕等措置の実施状況

■舗装の点検実施率（国土交通省管理）

※延べ車線延長 ： 点検対象となる車線延長の合計
※四捨五入の関係で、合計値と一致しない場合がある。

■舗装の判定区分の割合（国土交通省管理）

■直轄管理道路の舗装における修繕等措置の実施状況

舗装種別 判定区分

修繕
必要
（A）

修繕
着手済
（Ｂ）
(B/A)

工事
着手済

（C）
(C/A)

修繕
完了
（D）

(D/A)

アスファルト
Ⅲ-1
Ⅲ-2

5,820 km
868 km
(15 %)

835 km
(14 %)

819 km
(14 %)

コンクリート Ⅲ 104 km
5 km
(5 %)

4 km
(4 %)

2 km
(2 %)

合計 - 5,924 km
873 km
(15 %)

839 km
(14 %)

821 km
(14 %)

判定区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 表層機能保持段階

Ⅲ 修繕段階

Ⅲ-1 表層等修繕

Ⅲ-2 路盤打換等

判定区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 補修段階

Ⅲ 修繕段階

＜アスファルト舗装＞ ＜コンクリート舗装＞

※判定区分（アスファルト舗装・コンクリート舗装）
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舗装の損傷事例

判定区分Ⅲ：修繕段階

判定区分Ⅲ：修繕段階

＜アスファルト舗装＞

＜コンクリート舗装＞

損傷レベル大：ひび割れやわだち掘れ、縦断凹凸等が生じており、表層あるいは路盤を含めた舗装打ち換え等
の修繕措置が必要な状態

ひび割れ わだち掘れ 縦断凹凸

損傷レベル大：コンクリート版において、版央付近又はその前後に横断ひび割れが全幅員にわたっていて、一
枚の版として輪荷重を支える機能が失われている可能性が高いと考えられる状態、または、目地部に段差が生
じたりコンクリート版の隅角部に角欠けへの進展が想定されるひび割れが生じているなど、コンクリート版と
路盤の間に隙間が存在する可能性が高いと考えられる状態

＜コンクリート舗装の構成と各層の名称＞

＜アスファルト舗装の構成と各層の名称＞
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35

集約化・撤去等による管理施設数の削減



36

全国道路構造物情報マップ（損傷マップ）



各都道府県における道路管理者毎の老朽化対策状況
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✓ 道路構造物の持続可能な老朽化対策について

➢ メンテナンスサイクルの構築

➢ 新技術の導入等による長寿命化・効率化の取組

➢ 自治体支援の取り組み

➢ 国民への理解・支援に向けた情報発信
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➢ 点検→診断→措置→記録→（次の点検）というメンテナンスサイクルの構築

➢ 長寿命化計画等の内容を充実し、予防的保全を効率的、効果的に推進

道路管理者として
意思決定

【診断】
定期点検結果に基づき損傷原因に関
する所見をまとめ、対策区分を判定し、
補修等の計画を策定

【措置】
補修等の計画に基づき、
効率的に補修等を実施

【記録】
各種点検結果や補修等の履
歴等を記録保存

【点検】
定期的に点検し、損傷状
況を把握

メンテナンスサイクルの構築
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■インフラ長寿命化計画の体系

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒ 国：H28年度（策定済）
⇒ 地方公共団体：2020年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）
公共施設等
総合管理計画

＝

道路 河川 空港

基
本
計
画

行
動
計
画

個
別
施
設
計
画

公共施設等総合管理計画の策定指針（総務
省）

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

道路 河川 空港

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

・・・ ・・・

個別施設計画の策定

➢ 全道路管理者は、定期的な点検・診断の結果に基づき個別施設計画を策定
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維持管理・更新費の推計

1

2

3

4

5

➢ 予防保全の考え方によるインフラメンテナンスの実施を基本として、近年の取組の実績や新たな知見等をまえ、今後30年後までの維持管理・
更新費を推計。

➢ 事後保全の場合には、維持管理費は最大2.4倍に増加するが、予防保全の場合には最大1.5倍に抑制できるという試算結果。
➢ 予防保全の場合、今後30年間の地方を含めた維持管理・更新費の合計は、71.6～76.1兆円程度となる。
➢ 今後、引き続き、新技術やデータの積極的活用、集約・再編等の取組による効率化を図り、持続的・実効的なインフラメンテナンスの実現を

目指す。

※ 2018年度の値は、実績値ではなく、今回実施した推計と同様の条件のもとに算出した推計値

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

約1.9兆円

約1.7兆円

約4.1兆円
～約3.9兆円

予防 事後
2018(平成30)年

［予防保全］
最大1.5倍

［事後保全］
最大2.4倍

(兆円)

予防 事後
2028年

予防 事後
2038年

予防 事後
2048年

変動幅

分野 2018年度※ 5年後
(2023年度)

10年後
(2028年度)

20年後
(2038年度)

30年後
(2048年度)

30年間 合計
(2019～2048年)

道路
1.9

〔1.2〕
2.1～2.2

〔1.4〕
2.5～2.6

〔1.5〕
2.6～2.7

〔1.2〕
2.1～2.2 71.6～76.1

【参考】

国土交通省
所管12分野

合計
5.2

〔1.2〕
5.5～6.0

〔1.2〕
5.8～6.4

〔1.3〕
6.0～6.6

〔1.3〕
5.9～6.5 176.5～194.6

主な推計の実施条件

１．国土交通省所管12分野（道路、河川・ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、空港、航路標

識、公園、公営住宅、官庁施設、観測施設）の国、都道府県、市町村、地方公共団体、

地方道路公社、（独）水資源機構、一部事務組合（海岸、下水道、港湾）、港務局

（海岸、港湾）が管理者のものを対象に推計。

鉄道、自動車道は含まれていない。このほかに、高速道路6会社は、維持管理・更新費として

約19.4兆円（2019～2048年度）を予定。

２．更新時に、現行基準への適合のための機能向上を実施。

３．点検・修繕・更新等を行う場合に対象となる構造物の立地条件や施工時の条件等により、

施工単価が異なるため、この単価の変動幅を考慮し、推計値は幅を持った値としている。

用語の定義

約2.7兆円
～約2.6兆円

予防保全
施設の機能や性能に不具
合が発生する前に修繕等
の対策を講じること。

事後保全
施設の機能や性能に不具
合が生じてから修繕等の
対策を講じること。

予防保全と事後保全の比較＜道路関係＞
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予防保全型の修繕

➢ 損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う、「事後保全型」から、損傷が軽微なうちに補修を
行う「予防保全型」に転換

➢ それにより、構造物の長寿命化、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減へ

そのまま放置※

予防保全：損傷が軽微なうちに補修

路面を支える床版に、繰り返し荷重によるひび割れが発生
事例１：コンクリート床版の場合

ひび割れの発生

事例２：鋼製桁の場合
沿岸部や凍結防止剤の散布等により塗装の劣化が早期進行

炭素繊維シートの貼り付け 桁の塗装劣化やさびの発生 塗装の塗り替え

対策例 対策例

事後保全：損傷が深刻化してから大規模な補修

桁端部の腐食・貫通 桁端部の当て板・塗装（床版下面）
床版の抜け落ち

プレキャスト床版による
打ち替え

※下段（事後保全）の事例は、上段（予防保全）の症状が進行した場合の類似事例（上段と下段は別の橋梁）

（床版上面）
舗装土砂化

対策例
対策例

そのまま放置※
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✓ 道路構造物の持続可能な老朽化対策について

➢ メンテナンスサイクルの構築

➢ 新技術の導入等による長寿命化・効率化の取組

➢ 自治体支援の取り組み

➢ 国民への理解・支援に向けた情報発信
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定期点検の見直しについて

①損傷や構造特性に応じた点検対象の絞り込み

②新技術の活用による点検方法の効率化

▲橋梁の損傷写真を
撮影する技術

定期点検（法定点検）の質を確保しつつ、実施内容を合理化

○損傷や構造特性に応じた定期点検の着目箇
所を特定化することで点検を合理化

○特徴的な損傷について、より適切に健全性の診
断ができるよう、着目箇所や留意事項を充実

○近接目視を補完・代替・充実
する技術の活用

▲溝橋 ▲トンネル目地部▲水路ボックス
▲橋脚水中部の

断面欠損
▲シェッド主梁端部破断

▲トンネルの変状写真を
撮影する技術

▲コンクリートのうき・はく離を
非破壊で検査する技術

▲PC鋼材の突出

※新技術利用のガイドラインや
性能カタログの作成

※定期点検 参考資料の作成
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点検は（中略）知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とする。

【参考】新技術の活用による点検方法の効率化

省令

定期点検を行う者は、健全性の診断の根拠となる道路橋の現在の状態を、近接目視により把握するか、または、自らの近接目視によるときと同
等の健全性の診断を行うことができると判断した方法により把握しなければならない。

道
路
橋
定
期
点
検
要
領
（
改
定
版
）

（４）状態の把握について

◼ 狭隘部、水中部や土中部、部材内部や埋込み部、補修補強材
料で覆われた部材などにおいても、外観から把握できる範囲の情
報では道路の状態の把握として不足するとき、打音や触診等に加
えて必要に応じて非破壊検査や試掘を行うなど、詳細に状態を把
握するのがよい。

（例）・トラス材の埋込部の腐食
・グラウト未充てんによる横締めPC鋼材の破断
・補修補強や剥落防止対策を実施したコンクリート部材からの
コンクリート塊の落下
・水中部の基礎周辺地盤の状態（洗堀等）
・パイルベント部材の水中部での孔食、座屈、ひびわれ
・舗装下の床版上面のコンクリートの変状や鋼床版の亀裂

◼ 機器等が精度や再現性を保証するにあたって、あらゆる状況や活
用方法を想定した使用条件を示すには限界があると考えれば、利
用目的や条件に応じた性能を現地でキャリブレーションするなども
有効と考えられる。

（５）部材の一部等で近接目視によらないときの扱い

◼ 自らが近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができる
と定期点検を行う者が判断した場合には、その他の方法についても、
近接目視を基本とする範囲と考えてよい。

◼ その他の方法を用いるときは、定期点検を行う者が、定期点検の目
的を満足するように、かつ、その方法を用いる目的や必要な精度等
を踏まえて適切に選ぶものとする。

必要に応じてさかのぼって検証ができるように、近接目視によらない
とき、その部位の選定の考え方や状態把握の方法の妥当性に関し
ての所見を記録に残すようにするとよい。

参
考
資
料

○新技術の性能カタログ

•点検支援新技術の性能を比較できる標準項目を規定した
性能カタログを作成

○新技術利用のガイドライン

•定期点検業務の中で点検支援新技術を利用するにあたって
受発注者が確認するプロセスを整理

【法令運用上の留意事項】

【付録１：定期点検の実施にあたっての一般的な注意点】
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新技術利用のガイドライン・性能カタログの概要

新技術利用のガイドライン
定期点検業務の中で受発注者が確認するプロセスを整理

➢ ガイドラインは、定期点検業務の中で受発注者が仕様する技術を確認するプロセス等を例示。
➢ 性能カタログは、国が定めた技術の性能値を開発者に求め、カタログ形式にとりまとめたもので、受発注者が
新技術活用を検討する場合に参考とできる。
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点検支援技術性能カタログ（案）の策定・拡充について

●点検支援技術性能カタログ（案）は、国が定めた標準項目に対する性能値を開発者に求め、開発者から提出された

ものをカタログ形式でとりまとめたもの。

●令和２年６月時点の８０技術に加え、新たに５１技術を掲載し令和３年１０月時点で１３１技術に拡充。

●受発注者が、点検支援技術性能カタログを参照することにより、点検への新技術の活用を推進。

点検支援技術性能カタログ（案）の構成

第１章 性能カタログの活用にあたって
１．適用の範囲
２．用語の定義
３．性能カタログの活用について
４．性能カタログの標準項目について
（１）基本諸元
（２）性能の裏付け
（３）調達・契約にあたってのその他必要な事項
（４）その他
５．点検支援技術に関する相談窓口の設置
付録１ 点検支援技術性能カタログの標準項目

第２章 性能カタログ
画像計測技術（橋梁／トンネル）
非破壊検査技術（橋梁／トンネル）
計測・モニタリング技術（橋梁／トンネル）
データ収集・通信技術
付録２ 技術の性能確認シート

＜主な掲載技術＞
画像計測

・橋 梁：34技術
（+10技術）

・トンネル： 8技術
（+ ８技術）

ドローンによる変状把 ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾝによる変状把握

電磁波技術を利用した
床版上面の損傷把握

レーダーを利用した
トンネル覆工の損傷把握

センサーによる橋梁ケーブ
ル張力のモニタリング

非破壊検査

・橋 梁：19技術
（+ 8技術）

・トンネル：13技術
（+ 7技術）

47

計測・モニタリング

・橋 梁：38技術
（+13技術）

・トンネル： 8技術
（+ 5技術）

データ収集・通信

・3技術

センサー



点検支援技術性能カタログ（案）の閲覧サイト
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構造物全体の健全性の診断

診断の定量化

応答・作用荷重等を計測し、
残存する安全率を算出

部
位
・部
材
の
状
態
把
握

専門的知見
・ＡＩの活用

部
位
・部
材
の
健
全
性
の
診
断

＋＋＋＋

＋＋＋

作業の効率化、状態把握の質の向上

任意のタイミングで状態把握、「どこか」が「壊れた」ことを把握

状態の把握、健全性の診断のための
情報を定量的に把握

人が定性的に把握
近接目視・打音検査に
より状態を把握

監視への活用

LEVEL１

LEVEL2

LEVEL3

LEVEL4

人が定性的に診断

近接目視や打音検査、
技術を用いて状態を把

握した結果から
人が健全性を診断

１巡目点検（～H30年度） ２巡目点検（R元年度） ２巡目点検（R２年度～）

＋＋＋＋＋

画像計測技術、非破壊検査技術

計測・モニタリング技術

計測・モニタリング技術

・簡易に、安価に
活用できる
・計測性能の向上

技術開発の方向性

今後（３巡目点検に向けて）

計測・モニタリング技術

＋

定期点検で活用する技術レベル分け（案）
社整審道路分科会
第12回技術小委員会資料 抜粋
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新材料・新工法の導入（修繕費用の縮減）

補修・補強に係る技術基準（性能）、性能の確認方法、使える技術の見える化を産官学連携で整備し、
修繕に係るコストを縮減
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新材料・新工法導入・認証の事例
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直轄国道における点検支援技術の活用原則化について



xROAD（道路データプラットフォーム）の構成

53

クロスロード



道路施設の点検データベースの整備と新技術活用について

54
ＤＢを活用して効率的な維持管理を実現



画像認識ＡＩによる直轄管理橋のデータベース活用事例
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舗装データを活用し業務を効率化した事例NEXCO(東日本）
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✓ 道路構造物の持続可能な老朽化対策について

➢ メンテナンスサイクルの構築

➢ 新技術の導入による長寿命化・効率化の取組

➢ 自治体支援の取り組み

➢ 国民への理解・支援に向けた情報発信
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地方公共団体の現状（技術者・点検方法）

町の約２割、村の約６割で橋梁保全業務に携わっている土木技術者が存在しない
地方公共団体が実施する橋梁点検においては、直営点検では５０％、委託点検においても
４０％が研修未受講かつ民間資格未保有である

■市区町村における橋梁保全業務に携わる
土木技術者数

■点検実施者の保有資格や研修受講歴

※１ 研修：国土交通省が実施する道路管理実務者研修又は道路橋メンテナンス技術講習
※２ 民間資格：国土交通省登録技術資格（公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に

資する技術者資格登録規定に基づく国土交通省登録資格）
※道路局調べ（R2.3）有効回答数 N=1,721 ※道路局調べ（R2.5)
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中国地方整備局における自治体支援

○ 関係機関の連携による検討体制「道路メンテナンス会議」を設置し、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な老朽化対策の推進
○ 地方自治体職員を対象とした講習会、新技術の紹介、直轄診断による技術的支援

現地講習会 技術講習会道路メンテナンス会議

新技術の紹介

（新技術：ドローンによる点検）（従来：橋梁点検車による点検）

●令和４年度 道路構造物管理実務者研修
〈４～５日間、中国技術事務所 ※は山陰会場を予定〉
○対 象：自治体職員及び直轄職員
○目 的：自治体職員の技術力育成のため、点検要領に基づく 点検に

必要な知識・技能等を取得するための研修
○開 催 日
・橋梁 Ⅰ(Ⅰ期)   ： R4.7.11 ～ 7.15
・橋梁 Ⅰ(Ⅱ期)※： R4.8.22 ～ 8.26
・橋梁 Ⅱ：R4.10.3 ～ 10.7
・トンネル ：R4.10.24 ～ 10.27

管理者実務者研修

２５名（うち自治体 15名）
２５名（うち自治体 15名）
２５名（うち自治体 15名）

１５名（うち自治体 10名）
※日程は、変更する場合があります。

●令和３年度までの実績
○延べ受講者数：４１２名(うち自治体 ３０９名 （７５％））
○研修別延べ受講者数

・橋梁 Ⅰ：３０２名（うち自治体 ２５５名 （８４％））
・橋梁 Ⅱ： ５７名（うち自治体 ３９名 （６８％））
・トンネル： ５３名（うち自治体 １５名 （２８％））

○県別延べ受講者数と県別受講率（受講済市町村数/市町村数）
・鳥取県： ３７名 （４２％）
・島根県： ６０名 （４３％）
・岡山県：１０７名 （６３％）
・広島県： ５９名 （６５％）
・山口県： ４６名 （３２％）

橋梁管理実務者Ⅰ研修 トンネル管理実務者研修
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➢ 地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設について、地方整備局、
国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテナンス技術集団」による直轄診断を実施。

➢ 診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、大規模修繕・更新事業等を実施。

【直轄診断実施箇所とその後の対応】【全体の流れ】

【平成３０年度 直轄診断実施箇所】 ＜天大橋の状況＞

＜仁方隧道の状況＞

覆工コンクリートの
剥落･貫通ひび割れ

道路メンテナンス技術集団による直轄診断

〈地方公共団体〉

点検・診断

〈道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

報告 推薦

報告

修繕代行事業、大規模修繕・更新補助事業等の実施

診断内容、地域の実情等に応じ、

にがたずいどう

■仁方隧道（広島県呉市）

＜R4.4.26仁方隧道の状況＞ ＜裏込め注入の施工状況＞
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中国道路メンテナンスセンター 開所式 （令和２年４月１日）

～社会資本の戦略的な維持管理・更新～

⚫ 中国道路メンテナンスセンターは、急速に老朽化する社会資本の対策を強化するため、 点検データ等を活かした
戦略的・効率的なメンテナンスを推進するための組織として開設しました。

【業務内容】

➢ 直轄管理国道における橋梁等の健全性の診断等

➢ 劣化予測や修繕計画の最適化などアセットマネジメントの
検討・導入 （メンテナンスデータの管理・分析等）

➢ 修繕工事の技術的支援（事務所への助言）

➢ 橋梁メンテナンスに関する技術研究開発

➢ 地方公共団体管理施設の直轄診断、修繕代行

➢ 地方公共団体の道路構造物保全に関する相談窓口

➢ 地方公共団体の職員を対象とした研修・講習会

【組織体制】 【所在地】

広島市安芸区船越南２－８－１
（中国技術事務所庁舎内２階）

中国道路メンテナンスセンター
ロゴマーク
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■自治体向け 「ＶＲ橋梁点検講習会」 受講者募集 ! ! 中国道路メンテナンスセンター

クオリティの高い３ＤＣＧ、リアルなＶＲを体験してみませんか？

 対象：地方自治体職員（県･市町村）

 日時：令和４年５月～８月頃

 時間：概ね２時間半程度

 場所：各県県庁会議室（調整中）
※感染対策のため、各回１０名以下を基本

※自治体向け「ＶＲ橋梁点検講習会」をより充実した内容にする為、

事前に直轄事務所若手職員を対象とした「技術力向上キャラバン」

を開催、カリキュラム改善に取り組んだ。

橋梁点検の技術力向上を

目指す自治体職員

➢ 令和４年度から自治体職員向け「ＶＲ橋梁点検講習会」を開催します。

➢ 自治体が主に管理する小規模橋梁 （ＲＣ床板橋、Ｈ形鋼橋、２径間ＰＣ床板橋） のモデルを作成。

➢ 従来に比べ移動時間がなく、短時間で２橋種の多様な損傷を効率的に学習できるカリキュラム。

➢ 最新のＶＲ機器を使い、初心者にも分かりやすく安全に学べる。

ＶＲを活用する目的 実施概要（予定）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Chugoku Regional Development Bureau

新技術・新工法

https://www.cgr.mlit.go.jp/cmc/index.htm

■点検に関する技術

新技術・新工法の一元化リストの掲載・更新について
中国道路メンテナンスセンター

中国道路メンテナンスセンターＨＰ ➣橋梁メンテナンスサイクルにおける「点検」「措置」に

関する支援技術など新技術・新工法を一覧できるように、

『点検支援技術性能カタログ』及び『NETISの有用な新技術』

を一元化したリストを中国道路メンテセンターＨＰに掲載

・点検に関する技術 ･･･１１６技術

・措置（修繕、補修）に関する技術 ･･･ ７８技術

（R4.3.31現在）

➣ 一元化リストは、常に最新技術に更新（4月・10月）

※新技術、性能カタログのR4.4更新をふまえ4月中に更新予定

➣当該リストにより、道路管理者の新技術・新工法の活用が

促進されることで、修繕着手率などメンテナンスサイクルの

更なる円滑な推進を期待するもの

■措置（修繕、補修）に関する技術

ＮＥＴＩＳへのリンク

従来技術との比較
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✓ 道路構造物の持続可能な老朽化対策について

➢ メンテナンスサイクルの構築

➢ 新技術の導入による長寿命化・効率化の取組

➢ 自治体支援の取り組み

➢ 国民への理解・支援に向けた情報発信
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新技術による点検現場見学会を通じた広報
中国道路メンテナンスセンター

点検支援技術活用見学会 （新交通アストラムライン/祇園新橋）

道路や橋の老朽化が深刻な問題となる中、赤外線を使った点検方法の見学会が
開かれました。これまで目視や実際に叩くことで点検していましたが、赤外線を
使った新技術では危険な部分をピンポイントで把握可能で点検に必要な交通規制
日数も減らすこともできるということです。

～新技術使い橋梁点検効率化～
令和2年12月22日(火)放映 広島ホームテレビ

HOME NEWS 1分07秒

← 異常箇所（浮き）

赤外線画像

打音検査範囲

➢ NETIS準推奨技術：SK-110019-VE
➢ 性能カタログ：BR020004－V0120

赤外線法を用いたコンクリート構造物診断システム

中国道路メンテナンスセンターの難波誠工務係長は「新技術をどんどん活用し
効率的なメンテナンスを図っていけるよう技術支援を行っており、今後も自治体
毎に講習会を開くなどして新技術への理解を深めていく」ということです。

（Ｊ システム）

～新技術の活用促進に向けて～

■

65

65



広報を通じた情報発信①

■橋梁管理実務者Ⅰ研修（Ⅱ期）

【NHK（松江）R2.9.17放映】～メンテナンスの重要性を広くＰＲ～
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広報を通じた情報発信② ～事後保全型から予防保全型へ～ 島根県HP 記者発表資料より
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✓ その他
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Chugoku Regional Development Bureau

ポストコロナの社会変化を見据えた道路政策

道路政策ビジョン「２０４０年、道路の景色が変わる」
～人々の幸せにつながる道路～

ＹｏｕＴｕｂｅ 動画公開中

アドレス：https://youtu.be/laplNRpjABY

69

https://youtu.be/laplNRpjABY


新技術の導入により効率化・高度化された予防保全型メンテナンスにより、
道路ネットワークが持続的に機能する

AIや新たな計測・モニタリング技術により道路の点検・診断を自動化・省力化

2040年、道路の景色が変わる
〜人々の幸せにつながる道路〜 より抜粋 70



ご清聴ありがとうございました！

71


